
自動音声案内電話システム運用保守業務委託(令和８年度から令和１０年度) 

に係る公募型プロポーザル実施要領 

（目的） 

第１条 この要領は、自動音声案内電話システム運用保守業務(令和８年度から令和１０年

度)（以下「業務」という。）を公募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）

により、業務の受注者（以下「業者」という。）を選定する場合の手続について、必要な

事項を定めるものである。 

（選定審査委員会） 

第２条 プロポーザルによる業者の選定を厳正かつ公平に行うため、選定審査委員会（以下

「委員会」という。）を置き、次の各号に掲げる事項を行うものとする。 

（1）企画提案内容等の評価・審査及び優先交渉権者の選定 

（2）その他必要な事項 

２ 委員会は、市民生活部長、市民課長、保険年金課長、行政管理課長、企画政策課長の合

計５名をもって構成する。 

３ 委員会に委員長、副委員長を置き、委員長は市民生活部長、副委員長は保険年金課長を

もってこれに充てる。 

４ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

５ 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。 

６ 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。 

７ 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。ただし、会議に

出席できない場合は、代理出席者への委任を認める。 

８ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところ

による。 

９ その他委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 

（企画提案書提出者の参加資格等） 

第３条 企画提案書提出者（以下「提出者」という。）は、自動音声案内電話システム運用保

守業務委託(令和８年度から令和１０年度)に係る公募型プロポーザル募集要項（以下「募

集要項」という。）に記載する要件を満たす者とし、募集要項に基づく参加申請書類を提

出することで参加申請手続を行わなければならない。 

（審査） 

第４条 委員会は、参加申請書類が提出されたときは、参加資格を審査し、企画提案書等を

基に評価を行う。 

（１）第１次評価 参加資格を満たす企画提案書提出者が４者を超えたときは、書類審査

評価基準表（別表１）により第２次評価の進出可否を決定する。第１次評価の実施の有

無もしくは評価結果は、書面により全ての提出者に通知するものとする。 

（２）第２次評価 企画提案書等を基にプロポーザル審査評価基準表（別表２）に基づき

評価を行う。 



（優先交渉権及び交渉順位の選定） 

第５条 委員会は、第２次評価の評価得点が第１位の者を優先交渉権者として選定し、次順

位の者を次点交渉権者とする。 

２ 審査の結果において、評価得点が総評価得点の６割に満たない場合は、優先交渉権者と

して選定しない。また、最高点の者が複数いる場合は、原則として提案金額の安価な提

案者を優先交渉権者とする。 

３ 委員会は、優先交渉権者として選定した者にその旨を通知し、優先交渉権者は、その通

知日から５日以内に承諾届又は辞退届のいずれかを委員会に提出しなければならない。

辞退があった場合は、次点交渉権者に優先交渉権者として選定した旨を通知する。 

（失格条項等） 

第６条 提出者が、次の各号の一に該当する場合、その企画提案書は無効とする。 

（1）募集要項に記載する企画提案書の提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

（2）参加資格を満たさない者から提出されたもの。 

（3）記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。 

（4）許容された表現方法以外の表現方法が用いられているもの。 

（5）虚偽の内容が記載されているもの。 

（6）この要領及び募集要項に定められた以外の手法により、選定審査委員又は関係者に

プロポーザルに対する援助を直接的、間接的に求めたとき。 

（7）その他、行為が法令違反であり、かつ、審査結果に影響を与えられる恐れのあると

き。 

（業者の決定及び選定結果の通知） 

第７条 委員会は、第５条第３項の規定による承諾届を提出した優先交渉権者を市長に報告

しなければならない。 

２ 市長は業者を決定し、各提出者の結果のみを文書により当該提出者に通知する。 

（企画提案書の取り扱い） 

第８条 提出された企画提案書の取り扱いは、募集要項の留意事項に記載するとおりとする。 

（事務局等） 

第９条 本プロポーザルに関する事務局及び委員会の庶務は、市民生活部保険年金課におい

て担当する。 

（委任） 

第１０条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要領は、令和８年４月８日から施行し、業務委託契約の完了日をもってその効力を

失う。 



評 価 項 目 視　　　　点 配点 点数

20 十分に満たしている

16 満たしている

12 概ね満たしている

8 やや不足している

0 不足している

15 十分に満たしている

12 満たしている

8 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

15 十分に満たしている

12 満たしている

8 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している
50 0.0

スケジュール

・業務を的確に遂行できる専門知識や業務経験があり、組織的な実施体制
が確保されているか
・導入後や障害発生時のサポート体制に関する提案は適切か

別表１　書類審査評価基準表

業務実績
・他自治体の市民課、保険年金課に相当する部署への導入実績があるか
・新しい地方経済・生活環境創生交付金もしくはデジタル田園都市国家構
想交付金の採択事業への導入実績があるか

実施体制及び
サポート体制

・業務スケジュールについて、無理なく確実に業務を遂行できるととも
に、業務の効率化に資するポイントがあるか

採点基準

20

15

15



評 価 項 目 視　　　　点 配点 点数

15 十分に満たしている

12 満たしている

8 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

20 十分に満たしている

16 満たしている

12 概ね満たしている

8 やや不足している

0 不足している

15 十分に満たしている

12 満たしている

8 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

10 十分に満たしている

8 満たしている

6 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

10 十分に満たしている

8 満たしている

6 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

10 十分に満たしている

8 満たしている

6 概ね満たしている

4 やや不足している

0 不足している

100 0.0

見積の妥当性
配点(20点)×(全参加者中最低見積価格÷当該参加者の見積価格)　※小数
点以下第2位を四捨五入

別表２　プロポーザル審査評価基準表

・システム全般が管理・操作しやすいか
・音声フローの各種変更（追加・修正・削除）が容易にできるか
・ログの確認等が、簡単にできるか

システムの
管理・操作性

提案全体の
基本方針

・業務目的について十分に理解しているか
・検討課題を十分理解しているか
・重視するポイント等、独自提案があるか

業務実績
・他自治体の市民課、保険年金課に相当する部署への導入実績があるか
・新しい地方経済・生活環境創生交付金もしくはデジタル田園都市国家構
想交付金の採択事業への導入実績があるか

実施体制及び
サポート体制

スケジュール

・業務を的確に遂行できる専門知識や業務経験があり、組織的な実施体制
が確保されているか
・導入後や障害発生時のサポート体制に関する提案は適切か

プレゼン
テーション

・提案書が分かりやすいか
・資料説明が平易かつ論理的で説得力はあるか
・質疑に対する応答やコミュニケーション能力が適当か

・業務スケジュールについて、無理なく確実に業務を遂行できるととも
に、業務の効率化に資するポイントがあるか

採点基準

- ※計算式にて算出

15

20

15

10

10

10

20


